
東北厚生局

指摘事項

・ 組合会議員に欠員が生じた場合は、速やかに選挙し補充すること。

・
監事の選出にあたっては、「健康保険法第21条第４項」及び「組合検査及び監査規程」に
基づき、組合会において選挙すること。

・ 選挙区間において、議員一人あたりの被保険者数に格差が生じている状況を改めること。

・ 組合会への出席において、代理人の出席が多いことからこれを改めること。

・ 健康保険組合規約に基づき、理事会に監事を招集し意見を述べる機会を設けること。

・ 理事長から常務理事への事務の委任については、理事長が交代するごとに適切に行うこ
と。

・ 「一部負担還元金支給手続規程」及び「出産費資金貸付規程」を整備すること。

・ 組合において公告しなければならない事項は、健康保険組合規約等に基づき公告するこ
と。

・ 事業報告及び財産目録に係る公告がされていないため、健康保険組合規約に基づき公告す
ること。

・ 発議書において決裁日の記載漏れが散見されたので適正な処理を行うこと。

・
個人情報の保護に関する法律及び厚生労働省保険局長通知「健康保険組合等における個人
情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に基づき、個人情報の利用目的の公表を行うこ
と。

・
組合会議員に対し、個人情報保護の重要性等について理解し遵守の徹底が図られるよう必
要な研修等を行うこと。

・ 機密文書管理規程に基づき、機密文書管理台帳等を作成し「極秘」等の文書の区分を適切
に指定すること。

・ 特定個人情報が記入された文書については、機密文書管理規程に基づき「極秘」と指定
し、適切に管理すること。

・ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第28条第１
項に基づき、特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）を速やかに実施すること。

・
健康保険組合事業運営指針に規定する「健康管理事業推進委員会」を設置し、保健事業の
企画立案、実施結果の分析、評価を行い、理事会に対し意見の提出を行うこと。

・
健康管理事業推進委員会において、保健事業の企画立案、実施計画の策定及び実施結果の
分析、評価を行い理事会に意見を提出すること。

・
健康管理事業推進委員会の機能が限定的となっていることから、健康保険組合事業運営指
針に規定する、保健事業の企画立案、実施結果の分析、評価を行い、理事会に意見の提出
を行うこと。

・
高齢者の医療の確保に関する法律第19条第３項に基づき、特定健康診査等実施計画を公表
すること。

・
第三期特定健康診査等実施計画について、「個人情報の保護」、「特定健康診査等実施計
画の公表・周知」及び「その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）」
の項目を記載すること。

令和４年度に実施した実地監査における主な指摘事項
（健康保険組合）

項目

組織

組合会等

事務処理

個人情報

保健事業 保健事業
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東北厚生局

指摘事項

令和４年度に実施した実地監査における主な指摘事項
（健康保険組合）

項目

保健事業 保健事業 ・
データヘルス計画については、健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針に基づ
き、公表すること。

適用 ・
健康保険法第37条に基づき、任意継続被保険者の資格取得に係る申出書の受付は資格喪失
後に行い、事前受付はしないこと。

・
一部の現金給付（傷病手当金）において、受任者の氏名と振込口座の名義人の氏名が不一
致であるものが確認されたので、適切に確認すること。

・
一部の現金給付（柔整療養費）において、被保険者に対して、一部不支給決定に係る通知
が実施されていないことから、一部不支給決定通知書を作成のうえ、通知すること。

経理 ・
事故防止の観点から、決算結了している年度の法定帳簿（現金出納簿、歳入簿及び歳出
簿）は、差し替えができないよう編綴・製本すること。

・
現金出納簿について、出納整理期間が新年度分と旧年度分とで重複して作成されているの
で改めること。

・
現金出納簿の摘要欄について、支出の際の支払内容が曖昧なため、具体的に支払内容を記
載すること。

・
立替払時の現金出納簿、歳出簿及び支出決議書の摘要欄等の記載について、支払先は立替
払請求者とすること。

・ 収支差引残簿については、歳出簿の末尾に綴ること。

・
概算払整理簿について、平成19年２月１日付け保保発第0201001号及び貴組合の会計事務
取扱規程に基づき整備すること。

・
健康保険組合の事業運営が、事業主及び被保険者から納付される保険料によって賄われて
いることを踏まえ、事業運営に真に必要なものに限り支出すること。

・
職員厚生費で支出している、職員のインフルエンザワクチン接種に係る助成費用につい
て、支出根拠となる規程等を整備すること。

・
職員厚生費にかかる支出の範囲について、職員厚生規程等で定め、適切な支出とするこ
と。

・ 保育料補助に関する規程を設け、規程に基づき支出すること。

・
職員の慶弔見舞金について、慶弔見舞金支給規程等に支給金額を定め、適切な支出とする
こと。

・
前金払いをしているにもかかわらず、前金払整理簿が備え付けられていないため、作成し
適切に管理すること。

・
満期継続を含む全ての保管替えについては、健康保険組合規約の「準備金その他の財産の
保有及び具体的方法」にあたることから、事前に理事会の承認を経ること。

・
証書型の定期預金等を保管替する際は、証書の写しや金融機関が別途発行する明細書等を
保管替決議書に添付する等、保管替等の経過が確認できるように管理すること。

・
準備金及び任意積立金について、満期継続も含めて保管替決議書を漏れなく作成するこ
と。

適用・給付

給付

帳簿管理

支出

経理 財産管理
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東北厚生局

指摘事項

令和４年度に実施した実地監査における主な指摘事項
（健康保険組合）

項目

・
積立金台帳については、事故防止の観点から、抜き差しできないように編綴し管理するこ
と。

・
準備金及び任意積立金の台帳について、財産管理規程に規定する様式で作成し、抜き差し
できないように編綴すること。

・
健康保険組合財産管理規程に基づき、財産は毎年度１回以上、積立金台帳と残高証明書等
と突合照会するとともに、確認年月日を記載及び確認者の押印等により、確認した事績を
残すこと。

・
各項の金額の流用については組合会の議決を要することから、理事長が緊急を要すると認
める場合は、健康保険法施行令第７条第４項に基づき、理事長が処分を行い、次の組合会
においてこれを報告し、その承認を求めること。

・ 統合専用端末を固定資産台帳に記帳すること。

・ 過年度分の保険給付費の過誤払金については、「返納金」として受け入れること。

・ 会計事務取扱規程に基づき、出納員を任命すること。

その他

財産管理

経理
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